
この貸付金制度を利用した方が退職する場合、返済免除以外の借入残高がある場合は、原則、
退職時までにその全額を返済していただくことになります。

若手看護師への就職支援を行います!

一般社団法人
鶴岡地区医師会  総務課

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町1-34  
TEL:0235-22-0136
E-mail : ishikai@tsuruoka-med.jp
URL : https://tsuruoka-med.jp/ 鶴岡地区医師会HP

［お問い合わせ先］

若手看護人材就業支援
貸付金制度

鶴岡地区医師会　若手看護人材確保事業

制度概要

対象者

注意事項

上記対象の方に対し、就職に伴う支度金、転職に伴う所得減少の補填、転居に伴う引越費用等に
ついて50万円を限度に貸付けを行うものです。
この貸付金は、下記の条件により返済が免除されます。

貸付金制度の対象者は、40歳未満  の正職員の看護師または准看護師です。
ただし、以下の方は対象外となります。
　　・ 鶴岡地区医師会の奨学金を利用している方
　　・ 紹介会社からの紹介により採用された方
　　・ 鶴岡地区医師会で正職員として勤務経験のある方

看護師・准看護師の方が鶴岡地区医師会に
就職すると、就職支度金として50万円を上限に
貸付金制度（無利息、返済免除あり）を利用できます！

3年以上勤務で半額免除 5年以上勤務で全額免除

万
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就業支援
貸付金制度

［無利息］
［返済免除あり］

最
大

本制度についてご不明な点がございましたら、お気軽に下記へお問い合わせください

※採用年度の4月1日時点で判断します。

※

～令和7年12月スタート～


